
計画の体系（基本方針・基本施策）の検討にあたって 
 

基本理念（案） 人々がつながり 暮らしの中で感じる幸せを未来へつなぐまち あい甲賀 

 

新計画の体系・骨子（案） 

新計画立案に向けた課題 基本方針（案） 基本施策（案） 

（１）地域で支えるしくみづくり 

○見守り活動の推進(イ、現) 

○交流の機会や場づくり、居場所づくりの推進(イ、現) 

○空き家等を利用した居場所づくり(イ) 

○地域福利活動への住民参加の促進(国･県) 

○地域と関係団体とのつながり強化(イ) 

【基本方針１】 

地域で支えるしくみづくり 

地域の強みを活かし、見守りや支えあいの

しくみを強化することで、支援を必要とする

人を早期に発見します。 

多世代、団体間の交流を通じて、地域のつ

ながりの輪を広げるとともに、連携を図るこ

とで地域課題を共有し、取組の拡大につなげ

るなど、誰もが住み慣れた地域で安心な暮ら

しができるしくみづくりを推進します。 

 

(1) 地域の支え合い、見守り活動の推進 

(2) あらゆる世代、人が交流する機会や 

場づくり 

(3) 関係団体等の顔の見える関係づくり 

（２）地域福祉を支える人づくり 

○ボランティア活動への参加が低下(ア) 

○ボランティア活動の推進(国･県) 

○福祉意識の向上と次世代育成(国･県) 

○地域福祉の担い手やリーダーの育成(イ、現) 

○専門的な人材の育成・支援(イ、現、国･県) 

【基本方針２】 

地域福祉を支える人づくり 

地域福祉活動を推進するため、ボランティ

アの育成や活動する場を支援するとともに、

次代を担う子どもへの福祉教育の充実を図

り、地域福祉の担い手やリーダーを育成しま

す。また、福祉、保健等の専門的な人材の育

成・支援を充実することにより、地域福祉を

支える人づくりに取り組みます。 

(1) ボランティアの育成・支援 

(2) 福祉教育の充実 

(3) 地域福祉の担い手、リーダーの育成 

(4) 福祉、保健等の専門的な人材の育成・ 

支援 

（３）適切な支援へつなげる体制づくり 

○情報発信の充実(現) 

○福祉に関わる理解の促進(ア) 

○支援が必要な人への相談窓口体制の充実(現、国･県、総) 

○専門機関、関係者とのネットワーク体制の充実(イ、現) 

○市内部の各部局横断的な組織の活用(現) 

【基本方針３】 

適切な支援へつなげる体制づくり 

誰もが福祉、健康等に必要な情報が得られ

るよう、わかりやすい情報提供に努めるとと

もに、身近なところで気軽に相談できる体制

や複雑化多様化する問題に対する総合的な相

談窓口の充実を図り、適切な支援につなげま

す。 

また、生活困窮者やひきこもり等、制度の

狭間にいる方に対し必要な支援ができるよ

う、関係機関等の支援ネットワークづくりを

強化します。 

(1) 福祉、健康等に関する情報提供・啓発 

の充実 

(2) 身近な相談や総合的に対応できる窓口 

の充実 

(3) 関係機関等との連携強化による支援 

体制づくり 

（４）健康で安心して生活できる暮らしづくり 

○高齢者等の生きがいづくり(イ、総) 

○健康寿命の延伸(イ、現、総) 

○成年後見制度の利用を促進、権利擁護の推進（現、国･県） 

○防災、防犯に関わる取組の強化(ア、イ、現、国･県) 

○外出支援の充実(ア、イ、現) 

○福祉サービスの充実(ア、現、国･県) 

○セーフコミュニティの推進(総) 

【基本方針４】 

健康で安心な生活ができる暮らしづくり 

高齢者や障がいのある人等の社会参加を促

すことで生きがいややりがいを見出し、いつ

までもいきいきとした生活ができるよう支援

します。また、地域の防災・防犯体制の強化

や移動支援の充実を図ることにより、地域の

中で子どもからお年寄りまで健康で安心でき

る暮らしづくりを推進します。 

(1) 誰もが住みやすいまちづくりの実現 

(2) 健康寿命の延伸を支える環境づくり 

(3) 地域の防災、防犯活動の推進 

(4) きめ細やかなサービスの提供と 

サービスの質の確保 

   

注)「新計画立案に向けた課題」は、下記から抽出したものであり、各項目の文末に出所を示しています。 

ア：アンケート調査 

イ：自治振興会インタビュー 

現：現行計画からの課題等 

国･県：国･県の方向性 

総：総合戦略 
  

資料２ 


